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１ ごあいさつ 

 今月、事務所便り第 85 号を発行させていただきます。 

 緊急事態宣言が延長されることが決まりました。医療 

体制の崩壊を防ぐためにも延長は仕方ないことだと思い 

ますが、日本経済への影響も少なくなるように日本政府 

の舵取りをお願いするばかりです。 

 今月は、緊急事態宣言で外出を控えておりましたので、 

これまでに撮影した写真を掲載させていただきます。 

 

（写真は、倉敷市の美観地区の桜です） 

 

 今月発行の事務所便りの内容としましては、税金より 

のピックアップとしまして、新型コロナウイルス感染 

症の支援策について その２、税金以外のテーマとし 

まして自己治癒力を高める方法 その２ を書いて 

おります。 

 皆さんのご参考になれば、うれしく思います。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の支援策 につい

て その２ 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って現状発表さ 

れている支援策をご紹介させていただきます。 

 

持続化給付金 

 中小法人と個人事業者によって申請要件に違いがあり 

ますので、別々にご紹介させていただきます。 

＜法人＞ 

（申請の要件） 

給付対象者 

（1） 2020 年 4 月 1 日時点において、次のいずれ

かを満たす法人であること。 

① 資本金の額又は出資の総額が 10億円未

満であること。 

② 資本金の額又は出資の総額が定められ

ていない場合は、常時使用する従業員

の数が 2,000人以下であること。 

（2） 2019 年以前から事業により事業収入（売

上）を得ており、今後も事業を継続する意思

があること。 

（3） 2020 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響などにより、前年同月比で事

業収入が 50％以上減少した月があること。 

 

＊対象月は、2020 年 1 月から申請する月の前月

までの間で、前年同月比で事業収入が 50％以上

減少した月のうち、ひと月を任意で選択できま

す。 

＊対象月の事業収入については、新型コロナウ
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イルス感染症対策として地方公共団体から休業

要請に伴い支給される協力金などの現金給付を

除いて算定することができます。 

 

申請期間・方法 

申請

期間 

令和 2 年 5 月 1 日から令和 3 年 1 月 15 日

まで 

申請

方法 

持続化給付金の申請用 HP からの電子申

請。 

証明

書類 

① 対象月の属する事業年度の直前の事業

年度の確定申告書別表一の控え、及び

法人事業概況説明書の控え 

② 対象月の月間事業収入がわかるもの 

③ 法人名義の振込先口座の通帳の写し 

④ その他事務局が必要と認める書類 

 

給付額の算定方法 

 給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月 

の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、 

対象月の月間事業収入に 12 を乗じて得た額を差し引い 

たもの（その額に 10 万円未満の端数があるときは、そ 

の端数は、切り捨てる。）とします。 

 

給付額の算定式 

S：給付額（上限 200 万円）＊10 万円未満は切り捨て 

A：対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事

業収入 

B：対象月の月間事業収入 

 

S ＝ A － B × 12 

 ＊給付の上限は 200 万円となります。 

 

（写真は、倉敷市の大原美術館です） 

算

定

例

１ 

直前の事業年度（2019 年度）の年間事業収入：500

万円 

直前の事業年度（2019 年度）の 4 月の月間事業収

入：50 万円 

2020年 4 月の月間事業収入：20 万円 

 

直前の事業年度（2019 年度）の 4 月分の月間事業

収入が 50 万円、2020 年 4 月の月間事業収入が 20

万円であり、前年同月比で 50％以上減少している

ため給付対象となります。 

 

260万円 ＝ 500万円－20 万円×12 

260万円 ＞ 200万円（上限額） 

給付額 200 万円 

算

定

例

2 

直前の事業年度（2019 年度）の年間事業収入：300

万円 

直前の事業年度（2019 年度）の 4 月の月間事業収

入：30 万円 

2020年 4 月の月間事業収入：13 万円 

 

直前の事業年度（2019 年度）の 4 月分の月間事業

収入が 30 万円、2020 年 4 月の月間事業収入が 13

万円であり、前年同月比で 50％以上減少している

ため給付対象となります。 

 

144万円 ＝ 300万円－13 万円×12 

144万円 ＜ 200万円（上限額） 

給付額 140 万円（10 万円未満は切り捨ての

ため） 

 

（申請の特例） 

 通常の申請では不都合が生じる場合に下記の特例が設 

定されています。 

 

A：証拠書類等に関する特例 

A－1 直前の事業年度の確定申告が完了していな

い場合 

A－2 申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合 

 

B：給付額に関する特例 

B－1 創業特例 

2019年 1月から 12月までの間に設立した



法人に対する特例 

B－2 季節性収入特例 

月当たりの事業収入の変動が大きい法人に

対する特例 

B－3 合併特例 

事業収入を比較する２つの月の間に合併を

行った法人に対する特例 

B－4 連結納税特例 

連結納税を行っている法人に対する特例 

B－5 罹災特例 

2018年又は 2019年に発行された罹災証明

書を有する法人に対する特例 

B－6 法人成り特例 

事業収入を比較する２つの月の間に個人事

業者から法人化した者に対する特例 

B－7 NPO 法人や公益法人等特例 

特定非営利法人及び公益法人等に対する特

例 

 

上記の特例を１つずつ紹介するのは、紙面の関係で無 

理ですので、「持続化給付金申請要領」でご確認をお願い

いたします。 

 

 

（写真は、倉敷市の美観地区の桜です） 

 

＜個人＞ 

（申請の要件） 

給付対象者 

（1） 2019 年以前から事業により事業収入（売

上）を得ており、今後も事業を継続する意思

があること。 

（2） 2020 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響などにより、前年同月比で事

業収入が 50％以上減少した月があること。 

 

申請期間・方法 

申請

期間 

令和 2 年 5 月 1 日から令和 3 年 1 月 15 日

まで 

申請

方法 

持続化給付金の申請用 HP からの電子申

請。 

証明

書類 

（青色申告） 

ァ 2019 年分の確定申告書第一表の控え、

及び所得税青色申告決算書の控え 

イ 対象月の月間事業収入がわかるもの 

ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の

写し 

エ 本人確認書類 

オ その他事務局等が必要と認める書類 

 （白色申告） 

ァ 2019 年分の確定申告書第一表の控え 

イ 対象月の月間事業収入がわかるもの 

ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の

写し 

エ 本人確認書類 

オ その他事務局等が必要と認める書類 

 

給付額の算定方法 

 給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019 

年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に 12を 

乗じて得た額を差し引いたもの（その額に 10 万円未満 

の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）としま 

す。 

 

給付額の算定式 

（青色申告・白色申告共通） 

S：給付額（上限 100 万円）＊10 万円未満は切り捨て 

A：2019 年の年間事業収入 

B：対象月の月間事業収入 

 

S ＝ A － B × 12 

 ＊給付の上限は 100 万円となります。 

 

算定例は、法人の場合で説明しておりますので、省略い



たします。 

 

（申請の特例） 

 通常の申請では不都合が生じる場合に下記の特例が設 

定されています。 

 

A：証拠書類等に関する特例 

A－1 2019 年分の確定申告の義務がない、その他

相当の事由により提出できない場合 

A－2 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」

に基づき、2019年分の確定申告を完了して

いない場合又は住民税の申告期限が猶予さ

れており当該申告が完了していない場合そ

の他相当の事由により提出できない場合 

 

B：給付額に関する特例 

B－1 新規開業特例 

2019年 1月から 12月までの間に開業した

者に対する特例 

B－2 季節性収入特例 

月当たりの事業収入の変動が大きい者に対

する特例 

B－3 事業承継特例 

事業収入を比較する２つの月の間に事業承

継を受けた者に対する特例 

B－4 罹災特例 

2018年又は 2019年に発行された罹災証明

書を有する法人に対する特例 

 

上記の特例を１つずつ紹介するのは、紙面の関係で無 

理ですので、「持続化給付金申請要領」でご確認をお願い

いたします。 

 

休業協力金 

 飲食店等休業要請が出されている業種の事業者につき

ましては、都道府県別に休業協力金の情報が出ています

ので、対象業種の事業者様は、各自でご確認していただ

ければと思います。 

 

【参考文献】 

・中小企業庁発行の持続化給付金申請要領 

 

（写真は、高台から倉敷市内を撮影しました） 

 

３ 自己治癒力を高める方法 その２ 

「食」「健康」「ストレス緩和」「癒し」に関連したテーマ

について毎回書いていくことにしております。 

 今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い病院

にて診察を受けること自体がリスクになるため「自己治

癒力を高める 日光浴」をご紹介させていただきます。 

 

 日光浴の効用について参考文献には 

・１日１回 20 分程度、太陽の光のもとで散歩すること

によって体内でビタミン D がつくることができる。 

・ビタミン D には免疫を調節する働きがあり、風邪やイ

ンフルエンザ、気管支炎や肺炎などの感染症の発症・

悪化の予防にも関与する。 

・免疫機能を調節する。 

などと書かれていました。 

 

不要不急の外出を控えないといけなくなっております

が、免疫力を高めるために手軽にできる散歩をされてみ

てはいかがでしょうか。 

 

【参考文献】（WEBサイト） 

・全薬工業(株) ビタミン D で丈夫な体づくり―かぜ・

インフルエンザの発症予防にも― 

・ライフハック DIME １日１回日光を浴びるだけで

OK! 風邪、インフルエンザ、糖尿病の予防になる新

習慣 

５ 編集後記 

今月も最後までお読みいただきありがとうございまし 

た。 


